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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、パッケージサイズがチップサ
イズに近く、応力吸収層とは別に、熱ストレスを効果的
に吸収することができる半導体装置及びその製造方法、
回路基板並びに電子機器を提供することにある。
【解決手段】パッケージサイズがチップサイズに近く、
応力吸収層とは別に、熱ストレスを効果的に吸収するこ
とができる半導体装置である。半導体装置１５０は、電
極１５８を有する半導体チップと、半導体チップの上に
設けられる応力緩和層としての樹脂層１５２と、電極１
５８から樹脂層１５２の上にかけて形成される配線１５
４と、樹脂層１５２の上方で配線１５４に形成されるハ
ンダボール１５７と、を有し、樹脂層１５２は表面に窪
み部１５２ａを有するように形成され、配線１５４は窪
み部１５２ａの上を通って形成される。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極の形成されたウエーハを用意する工程と、
　前記電極の少なくとも一部を避けて前記ウエーハに第１の応力緩和層を設ける工程と、
　前記電極から前記第１の応力緩和層の上にかけて第１の導通部を形成する工程と、
　前記第１の応力緩和層の上方で前記第１の導通部に接続される外部電極を形成する工程
と、
　前記ウエーハを個々の個片に切断する工程と、
　を有し、
　前記第１の応力緩和層を設ける工程及び前記第１の導通部を形成する工程の少なくとも
いずれか一方の工程にて、応力緩和を増長させる構造を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記応力緩和を増長させる構造として、前記第１の応力緩和層の表面に窪み部を形成し
、前記第１の導通部を前記窪み部の上を通るように形成する半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記応力緩和を増長する構造として、前記第１の導通部を形成する工程において、前記
第１の導通部を前記第１の応力緩和層上における平面方向に屈曲形成する半導体装置の製
造方法。
【請求項４】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記窪み部に位置する前記第１の導通部上に弾性体を充填する工程を含む半導体装置の
製造方法。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の導通部が形成された前記第１の応力緩和層の上に、第２の応力緩和層及び前
記第１の導通部に接続される第２の導通部を設ける工程を含む半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項５記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の導通部及び前記第２の導通部のうちの少なくとも１つを、厚みよりも大きい
平面的拡がりを有する面状に形成する半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の導通部が形成された前記第１の応力緩和層の上に、第２の応力緩和層及び第
２の導通部を設け、
　前記第２の導通部が形成された前記第２の応力緩和層の上に、第３の応力緩和層及び第
３の導通部を設け、
　前記第２の導通部を線状に形成し、前記第１及び第３の導通部を、前記第２の導通部よ
りも大きな平面的拡がりを有するように面状に形成する半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１の導通部を挟むように並行に、接地電位とされる一対の配線を形成する半導体
装置の製造方法。
【請求項９】
　電極を有する半導体チップと、
　前記半導体チップの上にて前記電極の少なくとも一部を避けるように設けられる第１の
応力緩和層と、
　前記電極から前記第１の応力緩和層の上にかけて形成される第１の導通部と、
　前記第１の応力緩和層の上方に位置する前記第１の導通部に形成される外部電極と、　
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を有し、
　前記第１の応力緩和層は表面に窪み部を有するように形成され、前記第１の導通部は前
記窪み部の上を通って形成される半導体装置。
【請求項１０】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記窪み部に位置する前記第１の導通部上において、窪み内を充填するように弾性体が
設けられてなる半導体装置。
【請求項１１】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記第１の導通部は、前記第１の応力緩和層上で屈曲して形成される半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１１記載の半導体装置において、
　前記第１の導通部は、じゃばら状に形成される半導体装置。
【請求項１３】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記第１の導通部が形成された前記第１の応力緩和層の上に、第２の応力緩和層及び前
記第１の導通部に接続される第２の導通部を有する半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の半導体装置において、
　前記第１の導通部及び前記第２の導通部からなる２つの導通部のうちの一方は線状をな
し、他方は前記線状の導通部よりも広い平面的拡がりを有する面状に形成される半導体装
置。
【請求項１５】
　請求項１４記載の半導体装置において、
　前記面状の導通部は接地電位とされ、前記線状の導通部には信号が入力される半導体装
置。
【請求項１６】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記第１の導通部が形成された前記第１の応力緩和層の上に設けられる第２の応力緩和
層及び第２の導通部と、
　前記第２の導通部が形成された前記第２の応力緩和層の上に設けられる第３の応力緩和
層及び第３の導通部と、
　を有し、
　前記第２の導通部は線状に形成され、前記第１及び第３の導通部は、前記第２の導通部
よりも大きな平面的拡がりを有するように面状に形成される半導体装置。
【請求項１７】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記第１の導通部を挟むように並行に形成され、接地電位とされる一対の配線を有する
半導体装置。
【請求項１８】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記半導体チップの前記電極を有する面とは反対側面に、保護膜を有する半導体装置。
【請求項１９】
　請求項９記載の半導体装置において、
　前記半導体チップの前記電極を有する面とは反対側面に、放熱器を有する半導体装置。
【請求項２０】
　請求項９から請求項１９のいずれかに記載の半導体装置が実装された回路基板。
【請求項２１】
　請求項２０記載の回路基板を有する電子機器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器に関し、特に、パッ
ケージサイズがチップサイズに近い半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機
器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の高密度実装を追求すると、ベアチップ実装が理想的である。しかしながら
、ベアチップは、品質の保証及び取り扱いが難しい。そこで、チップサイズに近いパッケ
ージのＣＳＰ（c hip scale package）が開発されている。
【０００３】
　各種形態にて開発されているＣＳＰ型の半導体装置の中で、１つの形態として、半導体
チップの能動面側にパターニングされたフレキシブル基板が設けられており、このフレキ
シブル基板に複数の外部電極が形成されているものがある。また、半導体チップの能動面
とフレキシブル基板との間に樹脂を注入して、熱ストレスの吸収を図ることも知られてい
る。
【０００４】
　ただし、樹脂のみでは熱ストレスの吸収が十分ではない場合には、別の手段が必要とな
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平８－２５０５４９号公報
【特許文献２】特開平８－２０３９０６号公報
【特許文献３】特開平１－１９６８５６号公報
【特許文献４】特開昭６４－１２５７号公報
【特許文献５】特開昭６３－２２９８３９号公報
【特許文献６】特開平６－６９２１１号公報
【特許文献７】特開平４－１０４２９号公報
【特許文献８】特開平３－２００４１号公報
【特許文献９】実開平４－７４４２７号公報
【特許文献１０】特開平２－１０９３５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述したような課題を解決するものであり、その目的は、パッケージサイズ
がチップサイズに近く、応力吸収層とは別に、熱ストレスを効果的に吸収することができ
る半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、電極の形成されたウエーハを用意する工程と、
　前記電極の少なくとも一部を避けて前記ウエーハに第１の応力緩和層を設ける工程と、
　前記電極から前記第１の応力緩和層の上にかけて第１の導通部を形成する工程と、
　前記第１の応力緩和層の上方で前記第１の導通部に接続される外部電極を形成する工程
と、
　前記ウエーハを個々の個片に切断する工程と、
　を有し、
　前記第１の応力緩和層を設ける工程及び前記第１の導通部を形成する工程の少なくとも
いずれか一方の工程にて、応力緩和を増長させる構造を形成する。
【０００８】
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　本発明によれば、応力緩和層の上に導通部及び外部電極を形成するので、外部電極を予
め設けてパターニングされたフィルムなどの基板が不要になる。
【０００９】
　また、電極と外部電極とを接続する導通部は、設計に応じて自由に形成できるので、電
極の配置にかかわらずに外部電極の配置を決めることができる。したがって、ウエーハに
形成する素子の回路設計を変更しなくとも、外部電極の位置の異なる種々の半導体装置を
簡単に製造することができる。
【００１０】
　さらに、本発明によれば、ウエーハに応力緩和層、導通部及び外部電極を形成してから
、ウエーハが切断されて個々の半導体装置が得られる。したがって、たくさんの半導体装
置に対する応力緩和層、導通部及び外部電極の形成を同時に行えるので、製造工程を簡略
化することができる。
【００１１】
　前記応力緩和を増長させる構造として、前記第１の応力緩和層の表面に窪み部を形成し
、前記第１の導通部を前記窪み部の上を通るように形成してもよい。
【００１２】
　こうすることで、導通部は、応力緩和層の表面に対して交差する方向に屈曲して形成さ
れるので、屈曲状態が変化することで応力を吸収することができ、断線が防止される。
【００１３】
　前記応力緩和を増長する構造として、前記第１の導通部を形成する工程において、前記
第１の導通部を前記第１の応力緩和層上における平面方向に屈曲形成してもよい。
【００１４】
　前記窪み部に位置する前記第１の導通部上に弾性体を充填する工程を含んでもよい。こ
の弾性体によって応力がさらに吸収される。
【００１５】
　前記第１の導通部が形成された前記第１の応力緩和層の上に、第２の応力緩和層及び前
記第１の導通部に接続される第２の導通部を設ける工程を含んでもよい。
【００１６】
　こうすることで、応力緩和層が複数段に形成されて、応力を一層分散しやすくなる。
【００１７】
　前記第１の導通部及び前記第２の導通部のうちの少なくとも１つを、厚みよりも大きい
平面的拡がりを有する面状に形成してもよい。
【００１８】
　こうすることで、信号が面状の接地電位の付近で伝達されるので、理想的な伝送路とな
る。
【００１９】
　前記第１の導通部が形成された前記第１の応力緩和層の上に、第２の応力緩和層及び第
２の導通部を設け、
　前記第２の導通部が形成された前記第２の応力緩和層の上に、第３の応力緩和層及び第
３の導通部を設け、
　前記第２の導通部を線状に形成し、前記第１及び第３の導通部を、前記第２の導通部よ
りも大きな平面的拡がりを有するように面状に形成してもよい。
【００２０】
　こうすることで、線状に形成される第２の導通部は、一対の面状の導通部に挟まれるの
で、周囲が接地電位の配線で覆われるようになる。そうすると、同軸ケーブルと同様の構
造が得られ、第２の導通部を通る信号がノイズの影響を受けにくくなる。
【００２１】
　前記第１の導通部を挟むように並行に、接地電位とされる一対の配線を形成してもよい
。
【００２２】
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　こうすることで、線状に形成される第１の導通部は、一対の配線によって挟まれるので
、周囲が接地電位の配線で覆われるようになる。そうすると、同軸ケーブルと同様の構造
が得られ、信号がノイズの影響を受けにくくなる。
【００２３】
　本発明に係る半導体装置は、電極を有する半導体チップと、
　前記半導体チップの上にて前記電極の少なくとも一部を避けるように設けられる第１の
応力緩和層と、
　前記電極から前記第１の応力緩和層の上にかけて形成される第１の導通部と、
　前記第１の応力緩和層の上方に位置する前記第１の導通部に形成される外部電極と、
　を有し、
　前記第１の応力緩和層は表面に窪み部を有するように形成され、前記第１の導通部は前
記窪み部の上を通って形成される。
【００２４】
　こうすることで、導通部は、応力緩和層の表面に対して交差する方向に屈曲して形成さ
れるので、屈曲状態が変化することで応力を吸収することができ、断線が防止される。
【００２５】
　前記窪み部に位置する前記第１の導通部上において、窪み内を充填するように弾性体が
設けられてもよい。
【００２６】
　前記第１の導通部は、前記第１の応力緩和層上で屈曲して形成されてもよい。
【００２７】
　前記第１の導通部は、じゃばら状に形成されてもよい。
【００２８】
　前記第１の導通部が形成された前記第１の応力緩和層の上に、第２の応力緩和層及び前
記第１の導通部に接続される第２の導通部を有してもよい。
【００２９】
　こうすることで、応力緩和層が複数段に形成されて、応力を一層分散しやすくなる。
【００３０】
　前記第１の導通部及び前記第２の導通部からなる２つの導通部のうちの一方は線状をな
し、他方は前記線状の導通部よりも広い平面的拡がりを有する面状に形成されてもよい。
【００３１】
　前記面状の導通部は接地電位とされ、前記線状の導通部には信号が入力されてもよい。
【００３２】
　前記第１の導通部が形成された前記第１の応力緩和層の上に設けられる第２の応力緩和
層及び第２の導通部と、
　前記第２の導通部が形成された前記第２の応力緩和層の上に設けられる第３の応力緩和
層及び第３の導通部と、
　を有し、
　前記第２の導通部は線状に形成され、前記第１及び第３の導通部は、前記第２の導通部
よりも大きな平面的拡がりを有するように面状に形成されてもよい。
【００３３】
　こうすることで、線状に形成される第２の導通部は、一対の面状の導通部に挟まれるの
で、周囲が接地電位の配線で覆われるようになる。そうすると、同軸ケーブルと同様の構
造が得られ、第２の導通部を通る信号がノイズの影響を受けにくくなる。
【００３４】
　前記第１の導通部を挟むように並行に形成され、接地電位とされる一対の配線を有して
もよい。
【００３５】
　こうすることで、線状に形成される第１の導通部は、一対の配線によって挟まれるので
、周囲が接地電位の配線で覆われるようになる。そうすると、同軸ケーブルと同様の構造
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が得られ、信号がノイズの影響を受けにくくなる。
【００３６】
　前記半導体チップの前記電極を有する面とは反対側面に、保護膜を有してもよい。
【００３７】
　前記半導体チップの前記電極を有する面とは反対側面に、放熱器を有してもよい。
【００３８】
　本発明に係る回路基板には、上記半導体装置が実装される。
【００３９】
　本発明に係る電子機器は、この回路基板を有する。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１Ａ～図１Ｅは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。
【図２】図２Ａ～図２Ｅは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。
【図３】図３Ａ～図３Ｄは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。
【図４】図４Ａ～図４Ｃは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。
【図５】図５は、本発明の前提となる半導体装置を示す平面図である。
【図６】図６Ａ～図６Ｃは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。
【図７】図７Ａ～図７Ｃは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。
【図８】図８Ａ～図８Ｄは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。
【図９】図９Ａ～図９Ｄは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。
【図１０】図１０は、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する図である。
【図１１】図１１Ａ～図１１Ｃは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する
図である。
【図１２】図１２Ａ～図１２Ｃは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する
図である。
【図１３】図１３Ａ～図１３Ｄは、本発明の前提となる半導体装置の製造方法を説明する
図である。
【図１４】図１４Ａ～図１４Ｄは、本発明の第１実施形態に係る半導体装置を示す図であ
る。
【図１５】図１５は、第２実施形態に係る半導体装置を示す図である。
【図１６】図１６は、第３実施形態に係る半導体装置を示す図である。
【図１７】図１７Ａ及び図１７Ｂは、第３実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明す
る図である。
【図１８】図１８Ａ及び図１８Ｂは、第３実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明す
る図である。
【図１９】図１９Ａ及び図１９Ｂは、第３実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明す
る図である。
【図２０】図２０Ａ及び図２０Ｂは、第３実施形態に係る半導体装置の製造方法を説明す
る図である。
【図２１】図２１は、面実装用の電子部品に本発明を適用した例を示す図である。
【図２２】図２２は、面実装用の電子部品に本発明を適用した例を示す図である。
【図２３】図２３は、本発明を適用した半導体装置に保護層を形成した例を示す図である
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。
【図２４】図２４は、本発明を適用した半導体装置に放熱器を取り付けた例を示す図であ
る。
【図２５】図２５は、本発明に係る方法を適用して製造された電子部品を実装した回路基
板を示す図である。
【図２６】図２６は、本発明に係る方法を適用して製造された電子部品を実装した回路基
板を備える電子機器を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明の好適な実施の形態について説明する前に、本発明の前提となる技術を説明する
。
【００４２】
　（第１の前提技術）
　図５は、本発明の前提となる半導体装置を示す平面図である。この半導体装置は、いわ
ゆるＣＳＰに分類されるもので、半導体チップ１の電極１２から、能動面１ａの中央方向
に配線３が形成され、各配線３には外部電極５が設けられている。全ての外部電極５は、
応力緩和層７の上に設けられているので、回路基板（図示せず）に実装されたときの応力
の緩和を図ることができる。また、外部電極５の上には、保護膜としてソルダレジスト層
８が形成されている。
【００４３】
　なお、同図が示すように外部電極５は半導体チップ１の電極１２上ではなく半導体チッ
プ１の能動領域（能動素子が形成されている領域）に設けられている。応力緩和層７を能
動領域に設け、更に配線３を能動領域内に配設する（引き込む）ことで、外部電極５を能
動領域内に設けることができる。従って外部電極５を配置する際に能動領域内、すなわち
一定の面としての領域が提供できることになり、外部電極５の設定位置の自由度が非常に
増すことになる。
【００４４】
　そして、配線３を応力緩和層７の上で屈曲させることにより、外部電極５は格子状に並
ぶように設けられている。また電極１２と配線３との接合部において、図示されている電
極１２の大きさと配線３の大きさは、
　配線３＜電極１２
となっているが、
　電極１２≦配線３
とすることが好ましい。特に、
　電極１２＜配線３
となる場合には、配線３の抵抗値が小さくなるばかりか、強度が増すので断線が防止され
る。
【００４５】
　図１Ａ～図４Ｃは、第１の前提技術に係る半導体装置の製造方法を説明する図であり、
図５のＩ－Ｉ線断面に対応する。
【００４６】
　まず、周知の技術によって、ウエーハ１０に電極１２その他の素子を形成しておく。な
お本例では、電極１２はアルミニウムで形成される。電極１２に他の例としてアルミニウ
ム合金系の材料（例えばアルミニウムシリコンやアルミニウムシリコン銅など）を用いて
も良い。
【００４７】
　また、ウエーハ１０の表面には、化学的変化を防止するために酸化膜などからなるパッ
シベーション膜（図示せず）が形成されている。パッシベーション膜は、電極１２を避け
るのみならず、ダイシングが行われるスクライブラインも避けて形成される。スクライブ
ラインにパッシベーション膜を形成しないことで、ダイシング時のゴミの発生を避けるこ
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とができ、さらに、パッシベーション膜のクラックの発生も防止することができる。
【００４８】
　図１Ａに示すように、電極１２を有するウエーハ１０に、感光性のポリイミド樹脂を塗
布して（例えば「スピンコーティング法」にて）樹脂層１４を形成する。樹脂層１４は、
１～１００μｍの範囲、更に好ましくは１０μｍ程度の厚みで形成されることが好ましい
。なお、スピンコーティング法では、無駄になるポリイミド樹脂が多いので、ポンプによ
って帯状にポリイミド樹脂を吐出する装置を使用してもよい。このような装置として、例
えばＦＡＳ社製のＦＡＳ超精密吐出型コーティングシステム（米国特許第４６９６８８５
号参照）などがある。
【００４９】
　図１Ｂに示すように、樹脂層１４に、電極１２に対するコンタクトホール１４ａを形成
する。具体的には、露光、現像及び焼成処理によって、電極１２の付近からポリイミド樹
脂を除去することで、樹脂層１４にコンタクトホール１４ａを形成する。なお同図におい
ては、コンタクトホール１４ａを形成したときに樹脂層１４が電極１２と重なる領域を全
く残していない。全く樹脂層１４を電極１２に残さないことで、次工程以降で設けられる
配線等の金属との電気的なコンタクトが良好な状態になるという利点があるものの、必ず
しもこのような構造にしなければならないわけではない。すなわち、電極１２の外周付近
に樹脂層１４がかかっている構造であったとしても電極１２の一部が露出するようにホー
ルが形成されているのであれば充分目的が達成される。この場合には、配線層の屈曲数が
減るので断線等による配線信頼性の低下を防止できる。ここで、コンタクトホール１４ａ
にはテーパが付けられている。したがって、コンタクトホール１４ａを形成する端部にお
いて、樹脂層１４は傾斜して形成されている。このような形状は、露光及び現像の条件を
設定することで形成される。さらに、電極１２上をＯ２プラズマ処理すれば、たとえ電極
１２上に若干ポリイミド樹脂が残っていたとしてもそのポリイミド樹脂を完全に除去でき
る。こうして形成された樹脂層１４は、完成品としての半導体装置において応力緩和層と
なる。
【００５０】
　なお本例では樹脂に感光性ポリイミド樹脂を用いたが、感光性のない樹脂を用いても良
い。例えばシリコーン変性ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂やシリコーン変性エポキシ樹脂
等、固化したときのヤング率が低く（１×１０１０Ｐａ以下）、応力緩和の働きを果たせ
る材質を用いると良い。
【００５１】
　図１Ｃに示すように、スパッタリングによってウエーハ１０の全面にクローム（Ｃｒ）
層１６を形成する。クローム（Ｃｒ）層１６は、電極１２上から樹脂層１４上にかけて形
成される。ここで、クローム（Ｃｒ）層１６の材質は、樹脂層１４を構成するポリイミド
との密着性が良いことから選択された。あるいは、耐クラック性を考慮すれば、アルミニ
ウムやアルミシリコン、アルミカッパー等のアルミニウム合金又はカッパー合金又は銅（
Ｃｕ）又は金のような延展性（延びる性質）のある金属でもよい。または、耐湿性に優れ
たチタンを選択すれば、腐食による断線を防止することができる。チタンは、ポリイミド
との密着性の観点からも好ましく、チタンタングステンを用いても良い。
【００５２】
　クローム（Ｃｒ）層１６との密着性を考慮すると、ポリイミド等からなる樹脂層１４の
表面を荒らすことが好ましい。例えば、プラズマ（Ｏ２　、ＣＦ４）にさらすドライ処理
や、酸又はアルカリによるウエット処理を行うことで、樹脂層１４の表面を荒らすことが
できる。
【００５３】
　また、コンタクトホール１４ａ内において樹脂層１４の端部が傾斜しているので、この
領域ではクローム（Ｃｒ）層１６も同様に傾斜して形成される。クローム（Ｃｒ）層１６
は、完成品としての半導体装置においては配線３（図５参照）になるとともに、製造途中
においてはその後に層を形成する際のポリイミド樹脂に対する拡散防止層となる。なお拡
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散防止層としてはクローム（Ｃｒ）に限るものではなく、前述の配線材料全てのものが有
効である。
【００５４】
　図１Ｄに示すように、クローム（Ｃｒ）層１６の上に、フォトレジストを塗布してレジ
スト層１８を形成する。
【００５５】
　図１Ｅに示すように、露光、現像及び焼成処理によって、レジスト層１８の一部を除去
する。残されたレジスト層１８は、電極１２から樹脂層１４の中央方向に向けて形成され
ている。詳しくは、残されたレジスト層１８は、樹脂層１４の上では、一つの電極１２上
のレジスト層１８と他の電極１２上のレジスト層１８とが連続しないように（各々独立し
た状態に）なっている。
【００５６】
　そして、図１Ｅに示すレジスト層１８によって覆われた領域のみを残して（すなわちレ
ジスト層１８をマスクとして）、クローム（Ｃｒ）層１６をエッチングし、レジスト層１
８を剥離する。以上、これらの前工程ではウエーハプロセスにおける金属薄膜形成技術を
適用したものである。こうしてエッチングされたクローム（Ｃｒ）層１６は、図２Ａに示
すようになる。
【００５７】
　図２Ａにおいて、クローム（Ｃｒ）層１６は、電極１２から樹脂層１４にかけて形成さ
れている。詳しくは、クローム（Ｃｒ）層１６は、一つの電極１２と他の電極１２との間
が連続しないようになっている。つまり、それぞれの電極１２に対応する配線を構成でき
るように、クローム（Ｃｒ）層１６が形成される。
【００５８】
　図２Ｂに示すように、少なくともクローム（Ｃｒ）層１６を含む最上層の上に銅（Ｃｕ
）層２０を、スパッタリングによって形成する。銅（Ｃｕ）層２０は、外部電極を形成す
るための下地層となる。あるいは、銅（Ｃｕ）層２０の代わりに、ニッケル（Ｎｉ）層を
形成してもよい。
【００５９】
　図２Ｃに示すように銅（Ｃｕ）層２０の上にレジスト層２２を形成し、図２Ｄに示すよ
うにレジスト層２２の一部を、露光、現像及び焼成処理して、取り除く。そうすると、取
り除く領域は、樹脂層１４の上方であって、かつ、クローム（Ｃｒ）層１６の上方に位置
するレジスト層２２の少なくとも一部が除去される。
【００６０】
　図２Ｅに示すように、レジスト層２２が部分的に除去された領域に、台座２４を形成す
る。台座２４は、銅（Ｃｕ）メッキにより形成され、ハンダボールを上に形成するように
なっている。したがって、台座２４は、銅（Ｃｕ）層２０の上に形成され、この銅（Ｃｕ
）層２０及びクローム（Ｃｒ）層１６を介して電極１２と導通する。
【００６１】
　図３Ａに示すように、台座２４の上に、外部電極５（図５参照）としてのハンダボール
になるハンダ２６を厚層状に形成する。ここで厚みは、その後のハンダボール形成時に要
求されるボール径に対応したハンダ量で決まる。ハンダ２６の層は、電解メッキや印刷等
により形成される。
【００６２】
　図３Ｂに示すように、図３Ａに示すレジスト層２２を剥離し、銅（Ｃｕ）層２０をエッ
チングする。そうすると、台座２４がマスクとなって、この台座２４の下のみに銅（Ｃｕ
）層２０が残る（図３Ｃ参照）。そして、台座２４の上のハンダ２６を、ウェットバック
によって半球以上のボール状にして、ハンダボールとする（図３Ｄ参照）。
【００６３】
　以上の工程によって外部電極５（図５参照）としてのハンダボールが形成される。続い
て、クローム（Ｃｒ）層１６等の酸化を防止するためや、完成した半導体装置における耐
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湿性の向上や、表面の機械的保護等の目的を達成するための処理を、図４Ａ及び図４Ｂに
示すようにして行う。
【００６４】
　図４Ａに示すように、ウエーハ１０の全面に、感光性のソルダレジスト層２８を塗布に
より形成する。そして、露光、現像及び焼成処理を行って、ソルダレジスト層２８のうち
、ハンダ２６を覆っている部分及びその付近の領域を除去する。こうして、残されたソル
ダレジスト層２８は、酸化防止膜として、また最終的に半導体装置となったときの保護膜
としてや、更には防湿性の向上を目的とした保護膜となる。そして、電気的特性の検査を
行い、必要であれば製品番号や製造者名などを印刷する。
【００６５】
　続いて、ダイシングを行って、図４Ｃに示すように個々の半導体装置に切断する。ここ
で、ダイシングを行う位置は、図４Ｂと図４Ｃを比較して明らかなように、樹脂層１４を
避ける位置である。したがって、ウエーハ１０に対してのみダイシングが行われので、性
質の異なる材料からなる複数層を切断するときの問題を避けることができる。ダイシング
工程は従来通りの方法によって行われる。
【００６６】
　こうして形成された半導体装置によれば、樹脂層１４が応力緩和層７（図５参照）とな
るので、回路基板（図示せず）と半導体チップ１（図５参照）との間の熱膨張係数の差に
よる応力が緩和される。
【００６７】
　以上説明した半導体装置の製造方法によれば、ウエーハプロセスにおいてほぼ全ての工
程が完結する。言い換えると、実装基板と接続する外部端子を形成する工程がウエーハプ
ロセス内で行えることになり、従来のパッケージング工程、すなわち個々の半導体チップ
を扱って、個々の半導体チップに対してそれぞれインナーリードボンディング工程や外部
端子形成工程等を行わなくとも良い。また、応力緩和層を形成するときに、パターニング
されたフィルムなどの基板が不要になる。これらの理由から、低コストかつ高品質の半導
体装置を得ることができる。
【００６８】
　本例では応力緩和層としての樹脂を感光性のポリイミド樹脂としたが、それ以外にも非
感光性の樹脂を用いても良い。また本例において配線層を二層以上に設けても良い。層を
重ねれば一般的に層厚が増し、配線抵抗を下げることができる。特に配線のうちの一層を
クローム（Ｃｒ）とした場合には、銅（Ｃｕ）や金はクローム（Ｃｒ）よりも電気的抵抗
が低いため、組み合わせることで配線抵抗を下げることができる。あるいは、応力緩和層
上にチタン層を形成し、このチタン層の上にニッケル層、又は白金及び金からなる層を形
成してもよい。または、白金及び金の二層を配線としてもよい。
【００６９】
　（第２の前提技術）
　図６Ａ～図７Ｃは、第２の前提技術に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。
本技術は、第１の前提技術と比べて、図３Ａ以降の工程において異なり、図２Ｅまでの工
程は第１の前提技術と同様である。したがって、図６Ａに示すウエーハ１１０、電極１１
２、樹脂層１１４、クローム（Ｃｒ）層１１６、銅（Ｃｕ）層１２０、レジスト層１２２
及び台座１２４は、図２Ｅに示すウエーハ１０、電極１２、樹脂層１４、クローム（Ｃｒ
）層１６、銅（Ｃｕ）層２０、レジスト層２２及び台座１２４と同様であり、製造方法も
図１Ａ～図２Ｅに示すものと同様のため、説明を省略する。
【００７０】
　本技術では、図６Ａに示すように、台座１２４の上に薄ハンダ１２６をメッキし、レジ
スト層１２２を剥離して、図６Ｂに示すようにする。さらに、薄ハンダ１２６をレジスト
として、図６Ｃに示すように銅（Ｃｕ）層１２０をエッチングする。
【００７１】
　続いて、図７Ａに示すようにウエーハ１１０の全面にソルダレジスト層１２８を形成し
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、図７Ｂに示すように、台座１２４の領域のソルダレジスト層１２８を、露光、現像及び
焼成処理により除去する。
【００７２】
　そして、図７Ｃに示すように、薄ハンダ１２６が残った台座１２４の上に、薄ハンダ１
２６よりも厚い厚ハンダ１２９をメッキする。これは無電解メッキにより行われる。厚ハ
ンダ１２９は、その後、ウェットバックによって図３に示す状態と同様に半球以上のボー
ル状にされる。こうして、厚ハンダ１２９は、外部電極５（図５参照）としてのハンダボ
ールとなる。その後の工程は、上述した第１の前提技術と同様である。
【００７３】
　本技術によっても、ウエーハプロセスにおいてほぼ全ての工程を行うことができる。な
お、本技術では、厚ハンダ１２９が無電解メッキによって形成される。したがって、台座
１２４を省略して、銅（Ｃｕ）層１２０の上に厚ハンダ１２９を直接形成することもでき
る。
【００７４】
　（第３の前提技術）
　図８Ａ～図９Ｄは、第３の前提技術に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。
【００７５】
　図８Ａに示すウエーハ３０、電極３２、樹脂層３４、クローム（Ｃｒ）層３６、銅（Ｃ
ｕ）層４０及びレジスト層４２は、図２Ｃに示すウエーハ１０、電極１２、樹脂層１４、
クローム（Ｃｒ）層１６、銅（Ｃｕ）層２０及びレジスト層２２と同様であり、製造方法
も図１Ａ～図２Ｃに示すものと同様のため、説明を省略する。
【００７６】
　そして、図８Ａに示すレジスト層４２の一部を、露光、現像及び焼成処理によって除去
する。詳しくは、図８Ｂに示すように、配線となるクローム（Ｃｒ）層３６の上方に位置
するレジスト層４２のみを残して、他の位置のレジスト層４２を除去する。
【００７７】
　続いて、銅（Ｃｕ）層４０をエッチングしてレジスト層４２を剥離して、図８Ｃに示す
ように、クローム（Ｃｒ）層３６の上にのみ銅（Ｃｕ）層４０を残す。こうして、クロー
ム（Ｃｒ）層３６及び銅（Ｃｕ）層４０の二層構造による配線が形成される。
【００７８】
　次に、図８Ｄに示すように、感光性のソルダレジストを塗布して、ソルダレジスト層４
４を形成する。
【００７９】
　図９Ａに示すように、ソルダレジスト層４４にコンタクトホール４４ａを形成する。コ
ンタクトホール４４ａは、樹脂層３４の上方であって、かつ、二層構造の配線の表面層で
ある銅（Ｃｕ）層４０上に形成される。なお、コンタクトホール４４ａの形成は、露光、
現像及び焼成処理によって行われる。あるいは、コンタクトホール４４ａが形成されるよ
うに、所定位置にホールを設けながらソルダレジストを印刷してもよい。
【００８０】
　続いて、コンタクトホール４４ａに、盛り上がった形状をなすようにハンダクリーム４
６を印刷する（図９Ｂ参照）。このハンダクリーム４６は、ウェットバックによって、図
９Ｃに示すように、ハンダボールとなる。そして、ダイシングを行って、図９Ｄに示す個
々の半導体装置を得る。
【００８１】
　本技術では、ハンダボールの台座が省略され、かつ、ハンダクリームの印刷が適用され
ることで、ハンダボール形成が容易化されるとともに、製造工程の削減にもつながる。
【００８２】
　また、製造される半導体装置の配線がクローム（Ｃｒ）及び銅（Ｃｕ）の二層である。
ここで、クローム（Ｃｒ）はポリイミド樹脂からなる樹脂層３４との密着性がよく、銅（
Ｃｕ）は耐クラック性が良い。耐クラック性が良いことで、配線の断線、又は電極３２や
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能動素子の破損を防止することができる。あるいは、銅（Ｃｕ）及び金の二層、クローム
及び金の二層、又はクローム、銅（Ｃｕ）及び金の三層で配線を構成してもよい。
【００８３】
　本技術では台座無しの例をあげたが、台座を設けても良いことはいうまでもない。
【００８４】
　（第４の前提技術）
　図１０は、第４の前提技術に係る半導体装置の製造方法を説明する図である。
【００８５】
　同図に示すウエーハ１３０、電極１３２、樹脂層１３４、クローム（Ｃｒ）層１３６、
銅（Ｃｕ）層１４０及びソルダレジスト層１４４は、図９Ａに示すウエーハ３０、電極３
２、樹脂層３４、クローム（Ｃｒ）層３６、銅（Ｃｕ）層４０及びソルダレジスト層４４
と同様であり、製造方法も図８Ａ～図９Ａに示すものと同様のため、説明を省略する。
【００８６】
　本技術では、図９Ｂにおいてハンダクリーム４６が用いられた代わりに、ソルダレジス
ト層１４４に形成されたコンタクトホール１４４ａに、フラックス１４６を塗布してハン
ダボール１４８が搭載されている。その後、ウエットバック、検査、捺印及びダイシング
工程が行われる。
【００８７】
　本技術によれば、予め形成されたハンダボール１４８を搭載して、これを外部電極５（
図５参照）とする。また、第１及び第２の前提技術と比較すると、台座２４、１２４を省
略することができる。さらに、配線３（図５参照）が、クローム（Ｃｒ）層１３６及び銅
（Ｃｕ）層１４０の二層構造となる。
【００８８】
　本技術では台座無しの例をあげたが、台座を設けても良いことはいうまでもない。
【００８９】
　（第５の前提技術）
　図１１Ａ～図１２Ｃは、第５の前提技術に係る半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。
【００９０】
　まず、図１１Ａに示すように、電極５２を有するウエーハ５０に、ガラス板５４を接着
する。ガラス板５４には、ウエーハ５０の電極５２に対応する穴５４ａが形成されており
、接着剤５６が塗られている。
【００９１】
　このガラス板５４の熱膨張係数は、半導体チップとなるウエーハ５４の熱膨張係数と、
半導体装置を実装する回路基板の熱膨張係数と、の間の値となっている。このことから、
ウエーハ５４をダイシングして得られる半導体チップ、ガラス板５４、半導体装置が実装
される回路基板（図示せず）の順で熱膨張係数の値が変わるので、接続部における熱膨張
係数の差が小さくなり熱応力が小さくなる。すなわち、ガラス板５４は応力緩和層となる
。なお、同様の熱膨張係数を有するものであれば、ガラス板５４の代わりに、セラミック
ス板を用いても良い。
【００９２】
　そして、ガラス板５４をウエーハ５０に接着すると、穴５４に入り込んだ接着剤５６を
Ｏ２プラズマ処理によって除去して、図１１Ｂに示すようにする。
【００９３】
　次に、図１１Ｃに示すように、ウエーハ５０の全面であってガラス板５４上に、スパッ
タリングによってアルミニウム層５８を形成する。その後に穴５４の表面に膜を形成すれ
ば比較的断線の発生しやすいアルミニウムの保護が図れる。次に、図１２Ａに示すように
レジスト層５９を形成し、図１２Ｂに示すように、露光、現像及び焼成処理によってレジ
スト層５９の一部を除去する。除去されるレジスト層５９は、配線パターン形成部以外の
位置が好ましい。
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【００９４】
　図１２Ｂにおいて、レジスト層５９は、電極５２の上方からガラス板５４の上方にわた
って残されている。また、一つの電極５２の上方と他の電極５２の上方との間が連続しな
いように途切れている。
【００９５】
　そして、アルミニウム層５８をエッチングすると、図１２Ｃに示すように、配線となる
領域にアルミニウム層５８が残る。すなわち、アルミニウム層５８は、電極５２からガラ
ス板５４の上にかけて、配線として形成される。また、電極５２同士が導通せずに、個々
の電極５２ごとの配線となるようにアルミニウム層５８が形成されている。あるいは、複
数の電極５２を導通させる必要があれば、それに対応して配線となるアルミニウム層５８
を形成してもよい。なお、配線として、アルミニウム層５８以外に、第１の前提技術にて
選択した全ての材料のうち、いずれかを適用することもできる。
【００９６】
　以上の工程によって、電極５２からの配線が形成されるので、配線としてのアルミニウ
ム層５８にハンダボールを形成し、ウエーハ５０から個々の半導体装置に切断する。これ
らの工程は、上記第１の前提技術と同様にして行うことができる。
【００９７】
　本技術によれば、ガラス板５４は穴５４ａを有するものの、穴５４ａの形成は容易であ
る。したがって、ガラス板５４に対しては、予めバンプや配線を形成しておくようなパタ
ーニングが必要ではない。また、配線となるアルミニウム層５８などの形成工程には、ウ
エーハプロセスにおける金属薄膜形成技術が適用され、ほぼ全ての工程がウエーハプロセ
スにて完結する。
【００９８】
　なおガラス板５４の上に別の応力吸収層、例えばポリイミド樹脂等を第１の前提技術と
同様にさらに設けても良い。この場合には、改めて応力吸収層を設けるため、ガラス板５
４の熱膨張係数はシリコンと同等でもよい。
【００９９】
　（第６の前提技術）
　図１３Ａ～図１３Ｄは、第６の前提技術に係る半導体装置の製造方法を説明する図であ
る。本技術では応力緩和層にポリイミド板を選択した。ポリイミドはヤング率が低く応力
緩和層として好適な部材であるからである。なおそのほかにも例えばプラスチック板やガ
ラスエポキシ系等の複合板を用いてもよい。この場合、実装基板と同材料を用いると熱膨
張係数に差がなくなり好ましい。特に今日では実装基板としてプラスチック基板が多いた
め、プラスチック板を応力緩和層に用いることは有効である。
【０１００】
　まず、図１３Ａに示すように、電極６２を有するウエーハ６０に、ポリイミド板６４を
接着して、図１３Ｂに示すようにする。なお、ポリイミド板６４には、予め接着剤６６が
塗られている。
【０１０１】
　次に、図１３Ｃに示すように、電極６２に対応する領域にエキシマレーザなどを用いて
コンタクトホール６４ａを形成し、図１３Ｄに示すように、アルミニウム層６８をスパッ
タリングによって形成する。なお、アルミニウム層６８以外に、第１の前提技術にて選択
した全ての材料のうち、いずれかを適用することもできる。
【０１０２】
　こうして、図１１Ｃと同様の状態になるので、その後、図１２Ａ以降の工程を行うこと
で、半導体装置を製造することができる。
【０１０３】
　本技術によれば、穴すら形成されていないポリイミド板６４を用いるので、パターニン
グした基板が不要になる。その他の効果は、上記第１～第５の前提技術と同様である。　
なおその他の技術として、応力緩和層に予めドリル等の機械加工を行って穴を設けておい
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て、その後にウエーハ上に貼り合わせる等の配設プロセスを行ってもよい。また機械加工
以外にもケミカルエッチングやドライエッチングにより穴を設けることもできる。なおケ
ミカルエッチングやドライエッチングを用いて穴を形成する場合にはウエーハ上でもその
前の事前工程で行っても良い。
【０１０４】
　（第１実施形態）
　本発明は、上記技術をさらに改良すべくなされたもので、以下、本発明の好適な実施の
形態について図面を参照して説明する。
【０１０５】
　図１４Ａ～図１４Ｄは、本発明に係る第１実施形態を示す図である。
【０１０６】
　図１４Ａに示す半導体装置１５０において、ポリイミドからなる樹脂層１５２が断続的
に形成される。樹脂層１５２は応力緩和層となる。応力緩和層としては、感光性ポリイミ
ド樹脂が好ましいが、感光性のない樹脂であっても良い。例えばシリコーン変性ポリイミ
ド樹脂、エポキシ樹脂やシリコーン変性エポキシ樹脂等、固化したときのヤング率が低く
（１×１０１０Ｐａ以下）、応力緩和の働きを果たせる材質を用いると良い。
【０１０７】
　また、樹脂層１５２には、テーパが付けられた窪み部１５２ａが形成されている。そし
て、この窪み部１５２ａの表面形状に沿って配線１５４が形成されているので、配線１５
４は、断面形状において屈曲している。なお、配線１５４にはハンダボール１５７が形成
されている。このように配線１５４は、応力緩和層としての樹脂層１５２に配置され、し
かも、屈曲していることで単に平坦に配置された場合に比べて伸び縮みしやすくなる。従
って、半導体装置１５０が回路基板に実装されたときに、熱膨張係数の差による応力を吸
収しやすくなる。配線１５４の変位がかかる部分（屈曲部等）からハンダボール１５７ま
では、樹脂層１５２として、より弾性変形率の大きい材料を選ぶことが好ましい。このこ
とは、以下の実施形態にも共通して該当する。
【０１０８】
　さらに、窪み部１５２ａの上方、具体的には窪み部１５２ａに相当する位置であって窪
み状に形成された配線領域には、図１４Ａに示すように、弾性体１５６を設けることが好
ましい。弾性体１５６は、応力緩和層としての樹脂層１５２に用いた材料で形成すればよ
い。この弾性体１５６によって、配線１５４を伸び縮みさせる応力を、さらに吸収するこ
とができる。最外層（保護層）を形成する例えばフォトレジストに、弾性体１５６の機能
を兼ねさせても良い。また、弾性体１５６は個々の窪み部１５２ａに対応してそれぞれ個
別に設けても良い。
【０１０９】
　こうして、配線１５４の断線が防止され、あるいは、応力によって配線１５４を介して
電極１５８などを破壊することが防止される。なお、電極１５８及び配線１５４は、最外
層（保護層）１５５にて覆われて保護されている。
【０１１０】
　次に、図１４Ｂに示す半導体装置１６０において、電極１６９から第１の樹脂層１６２
上にまで形成される第１の配線１６４の第１の樹脂層１６２上において、第２の樹脂層１
６６及び第２の配線１６８が形成されている。第１の配線１６４は電極１６９に接続され
、第２の配線１６８は第１の配線１６４に接続され、第２の配線１６８にハンダボール１
６７が形成されている。このように、複数層の樹脂層及び配線を形成すれば、配線の設計
の自由度が増す。なお、電極１６９及び配線１６４、１６８は、最外層（保護層）１６５
にて覆われて保護されている。
【０１１１】
　また、面積を無視できるほどの細長い配線を、平面的な拡がり（幅又は大きさ）を有す
る面状に形成することもできる。また、樹脂層が複数層になると、応力を分散しやすくな
る。更に面状に形成された配線をＧＮＤ（接地）電位もしくは電源電圧電位に設定すれば
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、インピーダンスコントロールが容易となり、高周波特性が非常に優れたものとなる。
【０１１２】
　次に、図１４Ｃに示す半導体装置１７０は、上記半導体装置１５０、１６０を組み合わ
せたものである。すなわち、第１の樹脂層１７２上に第１の配線１７４が形成され、第１
の配線１７４の上には窪み部１７６ａを有するように第２の樹脂層１７６が形成されてい
る。そして、第２の樹脂層１７６上に形成される第２の配線１７８は、断面形状において
屈曲している。なお、第２の配線１７８にはハンダボール１７７が形成されている。また
、電極１７９及び配線１７４、１７８は、最外層（保護層）１７５にて覆われて保護され
ている。本実施形態によれば、上記半導体装置１５０、１６０を組み合わせた効果を達成
できる。
【０１１３】
　次に、図１４Ｄに示す半導体装置１８０には、破線で示す領域に形成された応力緩和層
１８７の上で、電極１８２から平面形状において屈曲するように配線１８４が形成され、
この配線１８４にハンダボールなどのバンプ１８６が形成されている。本実施形態におい
ても、上記半導体装置１５０（図１４Ａ参照）とは方向が違うものの、配線１８４が屈曲
しているので、応力を吸収する能力において優れている。
【０１１４】
　なお、図１４Ｄに示す平面形状に屈曲する配線１８４を、図１４Ａ～図１４Ｃに示すよ
うに立体的にも屈曲させてもよい。こうすることで、断線の防止効果が一層高められる。
ただし、応力緩和層１８７が配線１８４の下に存在することが必ず必要である。また、電
極１８２及び配線１８４は、図示しない最外層（保護層）にて覆われて保護されている。
【０１１５】
　（第２実施形態）
　次に、図１５に示す半導体装置１９０は、アルミパッド１９２と、応力緩和層１９４の
上に設けられたハンダボール１９６と、を接続する配線２００に特徴を有する。配線２０
０は、第１の前提技術等にて選択した配線材料のうちいずれのものを用いても良い。この
配線２００は、じゃばら部２００ａを有する。じゃばら部２００ａは、図１４Ｄに示すよ
うに、配線の中が空洞（スリット）になっている状態であり、通常の配線をはさんで複数
のじゃばら部２００ａが連続形成される。このじゃばら部２００ａは、屈曲する配線１８
４よりも応力吸収性に優れている。このじゃばら部２００ａを有することで、半導体チッ
プ上で配線２００にクラックが生じたり、アルミパッド１９２やその他の能動素子へのダ
メージがなくなり、半導体装置としての信頼性が向上する。また、じゃばら部２００ａは
、一本の配線に設けられるため、応力吸収構造のためのスペースは微細なもので足りる。
これによって、ＣＳＰのカテゴリーを逸脱しないように、半導体装置の小型化を維持しつ
つ、設計の自由度を向上することができる。なお、本実施形態において、じゃばら部２０
０ａは平面方向に対しての例であるが、これを厚み方向に設けても良い。
【０１１６】
　以上説明した実施形態又は前提技術において、外部電極としてはハンダを例に述べてき
たが、他に例えば金バンプを用いる等、既に周知の接続用の材料を用いても何ら問題がな
い。また、外部電極は、半導体チップの能動領域であって、電極上以外であれば、どこに
でも形成することができる。
【０１１７】
　（第３実施形態）
　図１６～図２０は、本発明に係る第３実施形態を示す図である。図１６は、本実施形態
に係る半導体装置の断面を示す図である。この半導体装置３００は、半導体チップ３０２
上に複数層（４層）構造を有し、表面がソルダレジスト３５０にて保護されるものである
。なお、本実施形態においても、他の実施形態及び前提技術について説明した材料や製造
方法などを適用することができる。
【０１１８】
　図１７Ａ及び図１７Ｂは、第１層を示す図である。詳しくは、図１７Ｂは平面図であり
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、図１７Ａは、図１７ＢのVII－VII線断面図である。半導体チップ３０２には、信号が入
力又は出力される電極３０４が形成されている。電極３０４の付近には、端部が傾斜面と
なった応力緩和層３１０が形成されている。応力緩和層３１０は絶縁体であり、具体的に
はポリイミド系樹脂が好ましい。そして、電極３０４から応力緩和層３１０上にかけて、
信号配線３１２が形成されている。信号配線３１２は、図１７Ｂに示すように、電極３０
４とは反対側の端部にアイランド形状の接続部３１２ａを有する。また、この接続部３１
２ａを囲むように、かつ、接触しないようにＧＮＤプレーン３１６が形成されている。Ｇ
ＮＤプレーン３１６は、半導体チップ３０２の接地用電極（図示せず）に接続される。
【０１１９】
　図１８Ａ及び図１８Ｂは、第２層を示す図である。詳しくは、図１８Ｂは平面図であり
、図１８Ａは、図１８ＢのVIII－VIII線断面図である。これらの図に示すように、上述し
た第１層の上に応力緩和層３２０が形成されている。ただし、応力緩和層３２０は、第１
層の信号配線３１２の接続部３１２ａの中央部を避けて形成されている。そして、第１層
の接続部３１２ａから第２層の応力緩和層３２０上にかけて、信号配線３２２が形成され
ている。信号配線３２２は、接続部３１２ａに接続される接続部３２２ａ及びもう一つの
接続部３２２ｂを有する。また、応力緩和層３２０には、信号配線３２２とは導通しない
信号配線３２４が形成されている。信号配線３２４は、接続部３２４ａ、３２４ｂを有す
る。さらに、応力緩和層３２０には、他の配線３２４、３２５が形成されているが、本発
明には直線関係しないので説明を省略する。また、信号配線３２２、３２４及び配線３２
４、３２５を囲み、かつ、接触しないように、ＧＮＤプレーン３２６が形成されている。
ＧＮＤプレーン３２６は、第１層のＧＮＤプレーン３１６を介して半導体チップ３０２の
接地用電極（図示せず）に接続される。
【０１２０】
　図１９Ａ及び図１９Ｂは、第３層を示す図である。詳しくは、図１９Ｂは平面図であり
、図１９Ａは、図１９ＢのIX－IX線断面図である。これらの図に示すように、上述した第
２層の上に応力緩和層３３０が形成されている。ただし、応力緩和層３３０は、第２層の
信号配線３２２の接続部３２２ｂの中央部を避けて形成されている。そして、第２層の接
続部３２２ｂから応力緩和層３３０上にかけて、信号配線３３２が形成されている。信号
配線３３２は、第２層の接続部３２２ｂに接続される接続部３３２ａ及びもう一つの接続
部３３２ｂを有する。さらに、応力緩和層３３０には、信号配線３３２とは導通しない信
号配線３３４が形成されている。この信号配線３３４は、接続部３３４ａ、３３４ｂを有
する。また、信号配線３３２及び信号配線３３４を囲むように、かつ、接触しないように
ＧＮＤプレーン３３６が形成されている。ＧＮＤプレーン３３６は、第１層のＧＮＤプレ
ーン３１６及び第２層のＧＮＤプレーン３２６を介して半導体チップ３０２の接地用電極
（図示せず）に接続される。
【０１２１】
　図２０Ａ及び図２０Ｂは、第４層を示す図である。詳しくは、図２０Ｂは平面図であり
、図２０Ａは、図２０ＢのX－X線断面図である。これらの図に示すように、上述した第３
層の上に応力緩和層３４０が形成されている。ただし、応力緩和層３４０は、第３層の信
号配線３３４の接続部３３４ｂの中央部を避けて形成されている。そして、第３層の接続
部３３４ｂの上に、接続部３４２が形成され、この接続部３４２の上に銅（Ｃｕ）からな
る台座３４４が形成され、この台座３４４上にハンダボール３４８が形成されている。ハ
ンダボール３４８は、外部電極となる。また、接続部３４２を囲むように、かつ、接触し
ないようにＧＮＤプレーン３４６が形成されている。ＧＮＤプレーン３４６は、第１層の
ＧＮＤプレーン３１６、第２層のＧＮＤプレーン３２６及び第３層のＧＮＤプレーン３３
６を介して半導体チップ３０２の接地用電極（図示せず）に接続される。
【０１２２】
　次に、本実施形態における導通状態について説明する。半導体チップ３０２に形成され
る電極３０４は、第１層の信号配線３１２と接続され、この信号配線３１２は、第２層の
信号配線３２２に接続される。この信号配線３２２は、その接続部３２２ｂを介して第３
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層の信号配線３３２に接続され、この信号配線３３２は、その接続部３３２ｂを介して第
２層の信号配線３２４に接続される。信号配線３２４は、その接続部３２４ｂを介して第
３層の信号配線３３４に接続される。そして、この信号配線３３４の接続部３３４ｂに、
接続部３４２及び台座３４４を介してハンダボール３４８が形成されている。
【０１２３】
　こうして、信号が入力又は出力される半導体チップの任意の位置の電極３０４と、半導
体チップ上の任意の位置に形成される外部電極としてのハンダボール３４８が接続されて
いる。
【０１２４】
　もちろん、外部電極は他の実施形態又は前提技術で言及しているようにマトリックス状
に配置されてもよい。
【０１２５】
　また、第１層～第４層のＧＮＤプレーン３１６、３２６、３３６及び３４６は、全て同
じ接地電位となっている。
【０１２６】
　したがって、本実施形態によれば、電極３０４とハンダボール３４８との間の配線が、
絶縁体を介して、接地電位の導体に囲まれるようになる。すなわち、内部導体が絶縁体を
介して接地電位の外部導体に囲まれるので、同軸ケーブルと同様な構造となる。これによ
って、信号がノイズの影響を受けにくくなって、理想的な伝送路を得ることができる。そ
して、例えばＣＰＵとしての半導体装置であれば、１ＧＨｚを超えるような高速動作が可
能になる。
【０１２７】
　なお層形成コストの低減を図るためには、第１層又は第４層に形成されているＧＮＤプ
レーン３１６、３４６のどちらかを省略しても良い。
【０１２８】
　（その他の実施形態）
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば
、上記実施形態は、半導体装置に本発明を適用したが、能動部品か受動部品かを問わず、
種々の面実装用の電子部品に本発明を適用することができる。
【０１２９】
　図２１は、面実装用の電子部品に本発明を適用した例を示す図である。同図に示す電子
部品４００は、チップ部４０２の両側に電極４０４が設けられてなり、例えば、抵抗器、
コンデンサ、コイル、発振器、フィルタ、温度センサ、サーミスタ、バリスタ、ボリュー
ム又はヒューズなどである。電極４０４には、上述した実施形態と同様に、応力緩和層４
０６を介して配線４０８が形成されている。この配線４０８には、バンプ４１０が形成さ
れる。
【０１３０】
　また、図２２も、面実装用の電子部品に本発明を適用した例を示す図であり、この電子
部品４２０の電極４２４は、チップ部４２２の実装側の面に形成され、応力緩和層４２６
を介して配線４２８が形成されている。この配線４２８には、バンプ４３０が形成される
。
【０１３１】
　なお、これらの電子部品４００、４２０の製造方法は、上記実施形態又は前提技術と同
様であるため説明を省略する。また、応力緩和層４０６、４２６を形成したことによる効
果も上述した実施形態又は前提技術と同様である。
【０１３２】
　次に、図２３は、本発明を適用した半導体装置に保護層を形成した例を示す図である。
同図に示す半導体装置４４０は、図４Ｃに示す半導体装置に保護層４４２を形成したもの
で、保護層４４２以外は図４Ｃに示す半導体装置と同様であるため、説明を省略する。
【０１３３】
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　保護層４４２は、半導体装置４４０において、実装側とは反対面すなわち裏面に形成さ
れている。こうすることで、裏面に傷が付くことを防止することができる。
【０１３４】
　更には裏面の傷を起点としたクラックによる半導体チップ自体の損傷を防止できる。
【０１３５】
　保護層４４２は、個片としての半導体装置４４０に切断される前に、ウエーハの裏面に
形成されることが好ましい。こうすることで、複数の半導体装置４４０に対して同時に保
護層４４２を形成することができる。詳しくは、金属薄膜形成工程が全て完了してから保
護層４４２をウエーハに形成することが好ましい。こうすることで、金属薄膜形成工程を
円滑に行うことができる。
【０１３６】
　保護層４４２は、半導体装置４４０のリフロー工程における高温に耐えられる材質であ
ることが好ましい。詳しくは、ハンダの溶融温度まで耐えられることが好ましい。また、
保護層４４２は、ポッティング樹脂の塗布によって形成される。あるいは、粘着性又は接
着性を有するシートを貼り付けて保護層４４２を形成してもよい。このシートは、有機か
無機かを問わない。
【０１３７】
　このようにすれば半導体装置の表面がシリコン以外の物質で覆われるので、例えばマー
キング性も向上する。
【０１３８】
　次に、図２４は、本発明を適用した半導体装置に放熱器を取り付けた例を示す図である
。同図に示す半導体装置４５０は、図４Ｃに示す半導体装置に放熱器４５２を取り付けた
もので、放熱器４５２以外は図４Ｃに示す半導体装置と同様であるため、説明を省略する
。
【０１３９】
　放熱器４５２は、半導体装置４５０において、実装側とは反対面すなわち裏面に、熱伝
導性接着剤４５４を介して取り付けられている。こうすることで、放熱性が向上する。放
熱器４５２は、多数のフィン４５６を有し、銅や銅合金、窒化アルミニウムなどで形成さ
れていることが多い。なお本例ではフィン付きを例にあげたが、フィンを有しない単なる
板状の放熱器（放熱板）を取り付けても相応の放熱効果を得ることができる。この場合は
単なる板状の取り付けになるため、ハンドリングが容易で、しかもコスト低減が可能とな
る。
【０１４０】
　上記実施形態又は前提技術では、外部端子として予め半導体装置側にハンダバンプや金
バンプを設けたが、他の例としては半導体装置側にハンダバンプや金バンプを用いずに、
例えば銅等の台座をそのまま外部端子として用いても良い。なお、この場合には半導体装
置が実装される実装基板（マザーボード）の接合部（ランド）に、半導体装置実装時の前
までに予めハンダを設けておく必要がある。
【０１４１】
　また、上記実施形態において用いられるポリイミド樹脂は、黒色であることが好ましい
。黒色のポリイミド樹脂を応力緩和層として用いることで、半導体チップが光を受けたと
きの誤作動を避けられるとともに、耐光性を上げて半導体装置の信頼性を向上させること
ができる。
【０１４２】
　なお、図２５には、上述した実施形態に係る方法によって製造された半導体装置などの
電子部品１１００を実装した回路基板１０００が示されている。そして、この回路基板１
０００を備える電子機器として、図２６には、ノート型パーソナルコンピュータ１２００
が示されている。
【符号の説明】
【０１４３】
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　１５０…半導体装置、　１５２…樹脂層、　１５４…配線、　１５６…弾性体、　１５
７…ハンダボール、　１５８…電極、　１６０…半導体装置、　１６４…第１の配線、　
１６７…ハンダボール、　１６８…第２の配線、　１６９…電極、　１７０…半導体装置
、　１７４…第１の配線、　１７６…第２の樹脂層、　１７７…ハンダボール、　１７８
…第２の配線、　１８０…半導体装置、　１８２…電極、　１８４…配線、　１８６…バ
ンプ、　１８７…応力緩和層、　１９０…半導体装置、　１９２…アルミパッド、　１９
４…応力緩和層、　１９６…ハンダボール、　２００…配線、　３００…半導体装置、　
３０２…半導体チップ、　３０４…電極、　３１０…応力緩和層、　３１２…信号配線、
　３１６…プレーン、　３２０…応力緩和層、　３２２…信号配線、　３２４…信号配線
、　３２６…プレーン、　３３０…応力緩和層、　３３２…信号配線、　３３４…信号配
線、　３３６…プレーン、　３４０…応力緩和層、　３４２…接続部、　３４４…台座、
　３４６…プレーン、　３４８…ハンダボール、　３５０…ソルダレジスト、　４００…
電子部品、　４０２…チップ部、　４０６…応力緩和層、　４０８…配線、　４１０…バ
ンプ、　４２０…電子部品、　４２２…チップ部、　４２４…電極、　４２６…応力緩和
層、　４２８…配線、　４３０…バンプ、　４４０…半導体装置、　４４２…保護層、　
４５０…半導体装置、　４５２…放熱器、　４５４…熱伝導性接着剤、　４５６…フィン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月6日(2012.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極の形成されたウエーハを用意する工程と、
　前記電極の少なくとも一部を避けて前記ウエーハにヤング率が１×１０１０Ｐａ以下で
あり、第１傾斜部を有する第１樹脂層を設ける工程と、
　前記電極から前記第１樹脂層の上にかけ、前記第１傾斜部の上に位置する部分を有する
第１配線を形成する工程と、
　前記第１樹脂層および前記第１配線の上にヤング率が１×１０１０Ｐａ以下であり、第
２傾斜部を有する第２樹脂層を設ける工程と、
　前記第１配線から前記２樹脂層の上にかけ、前記第２傾斜部の上に位置する部分を有す
る第２配線を形成する工程と、
　前記第２樹脂層の上方で前記第２配線に接続される外部電極を形成する工程と、
　前記ウエーハを個々の個片に切断する工程と、
を有し、
　前記第１配線および前記第２配線を、導通部としたとき、
　前記導通部を形成する工程では、
　前記導通部を、前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上で平面方向に屈曲する第１の
屈曲部を有するように形成し、



(26) JP 2012-169679 A 2012.9.6

　前記導通部の前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上に形成された部分が、前記第１
樹脂層および前記第２樹脂層の前記平面方向と直交する方向における断面形状において屈
曲する第２の屈曲部を少なくとも３つ有するように形成する、半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　電極の形成されたウエーハを用意する工程と、
　前記電極の少なくとも一部を避けて前記ウエーハにヤング率が１×１０１０Ｐａ以下で
あり、傾斜部を有する第１樹脂層を設ける工程と、
　前記電極から前記第１樹脂層の上にかけ、前記傾斜部の上に位置する部分を有する第１
配線を形成する工程と、
　前記第１樹脂層および前記第１配線の上にヤング率が１×１０１０Ｐａ以下であり、窪
み部を有する第２樹脂層を設ける工程と、
　前記第１配線から前記２樹脂層の上にかけ、前記窪み部の上に位置する部分を有する第
２配線を形成する工程と、
　前記第２樹脂層の上方で前記第２配線に接続される外部電極を形成する工程と、
　前記ウエーハを個々の個片に切断する工程と、
を有し、
　前記第１配線および前記第２配線を、導通部としたとき、
　前記導通部を形成する工程では、
　前記導通部を、前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上で平面方向に屈曲する第１の
屈曲部を有するように形成し、
　前記導通部の前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上に形成された部分が、前記第１
樹脂層および前記第２樹脂層の前記平面方向と直交する方向における断面形状において屈
曲する第２の屈曲部を少なくとも３つ有するように形成する、半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　電極の形成されたウエーハを用意する工程と、
　前記電極の少なくとも一部を避けて前記ウエーハにヤング率が１×１０１０Ｐａ以下で
あり、第１傾斜部を有する第１樹脂層を設ける工程と、
　前記電極から前記第１樹脂層の上にかけ、前記第１傾斜部の上に位置する部分を有する
第１配線を形成する工程と、
　前記第１樹脂層および前記第１配線の上にヤング率が１×１０１０Ｐａ以下であり、第
２傾斜部を有する第２樹脂層を設ける工程と、
　前記第１配線から前記２樹脂層の上にかけ、前記第２傾斜部の上に位置する部分を有す
る第２配線を形成する工程と、
　前記第２樹脂層の上方で前記第２配線に接続される外部電極を形成する工程と、
　前記ウエーハを個々の個片に切断する工程と、
を有し、
　前記第１配線および前記第２配線を、導通部としたとき、
　前記導通部を形成する工程では、
　前記導通部を、前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上で平面方向に屈曲する第１の
屈曲部を有するように形成し、
　前記導通部の前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上に形成された部分が、前記第１
樹脂層および前記第２樹脂層の前記平面方向と直交する方向における断面形状において屈
曲する第２の屈曲部を少なくとも３つ有するように形成する、電子部品の製造方法。
【請求項４】
　電極の形成されたウエーハを用意する工程と、
　前記電極の少なくとも一部を避けて前記ウエーハにヤング率が１×１０１０Ｐａ以下で
あり、傾斜部を有する第１樹脂層を設ける工程と、
　前記電極から前記第１樹脂層の上にかけ、前記傾斜部の上に位置する部分を有する第１
配線を形成する工程と、
　前記第１樹脂層および前記第１配線の上にヤング率が１×１０１０Ｐａ以下であり、窪
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み部を有する第２樹脂層を設ける工程と、
　前記第１配線から前記２樹脂層の上にかけ、前記窪み部の上に位置する部分を有する第
２配線を形成する工程と、
　前記第２樹脂層の上方で前記第２配線に接続される外部電極を形成する工程と、
　前記ウエーハを個々の個片に切断する工程と、
を有し、
　前記第１配線および前記第２配線を、導通部としたとき、
　前記導通部を形成する工程では、
　前記導通部を、前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上で平面方向に屈曲する第１の
屈曲部を有するように形成し、
　前記導通部の前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上に形成された部分が、前記第１
樹脂層および前記第２樹脂層の前記平面方向と直交する方向における断面形状において屈
曲する第２の屈曲部を少なくとも３つ有するように形成する、電子部品の製造方法。
【請求項５】
　電極を有する半導体チップと、
　前記半導体チップの上にて前記電極の少なくとも一部を避けるように設けられ、ヤング
率が１×１０１０Ｐａ以下であり、第１傾斜部を有する第１樹脂層と、
　前記電極から前記第１樹脂層の上にかけて形成され、前記第１傾斜部の上に位置する部
分を有する第１配線と、
　前記第１樹脂層および前記第１配線の上に設けられ、ヤング率が１×１０１０Ｐａ以下
であり、第２傾斜部を有する第２樹脂層と、
　前記第１配線から前記２樹脂層の上にかけて形成され、前記第２傾斜部の上に位置する
部分を有する第２配線と、
　前記第２樹脂層の上方に位置する前記第２配線に形成される外部電極と、
を有し、
　前記第１配線および前記第２配線を、導通部としたとき、
　前記導通部は、前記第１樹脂層および前記第２樹脂層上で平面方向に屈曲する第１の屈
曲部を有し、
　前記導通部の前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上に形成された部分が、前記第１
樹脂層および前記第２樹脂層の前記平面方向と直交する方向における断面形状において屈
曲する第２の屈曲部を少なくとも３つ有する、半導体装置。
【請求項６】
　電極を有する半導体チップと、
　前記半導体チップの上にて前記電極の少なくとも一部を避けるように設けられ、ヤング
率が１×１０１０Ｐａ以下であり、傾斜部を有する第１樹脂層と、
　前記電極から前記第１樹脂層の上にかけて形成され、前記傾斜部の上に位置する部分を
有する第１配線と、
　前記第１樹脂層および前記第１配線の上に設けられ、ヤング率が１×１０１０Ｐａ以下
であり、窪み部を有する第２樹脂層と、
　前記第１配線から前記２樹脂層の上にかけて形成され、前記窪み部の上に位置する部分
を有する第２配線と、
　前記第２樹脂層の上方に位置する前記第２配線に形成される外部電極と、
を有し、
　前記第１配線および前記第２配線を、導通部としたとき、
　前記導通部は、前記第１樹脂層および前記第２樹脂層上で平面方向に屈曲する第１の屈
曲部を有し、
　前記導通部の前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上に形成された部分が、前記第１
樹脂層および前記第２樹脂層の前記平面方向と直交する方向における断面形状において屈
曲する第２の屈曲部を少なくとも３つ有する、半導体装置。
【請求項７】
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　電極を有するチップ部と、
　前記電極の少なくとも一部を避けるように設けられ、ヤング率が１×１０１０Ｐａ以下
であり、第１傾斜部を有する第１樹脂層と、
　前記電極から前記第１樹脂層の上にかけて形成され、前記第１傾斜部の上に位置する部
分を有する第１配線と、
　前記第１樹脂層および前記第１配線の上に設けられ、ヤング率が１×１０１０Ｐａ以下
であり、第２傾斜部を有する第２樹脂層と、
　前記第１配線から前記２樹脂層の上にかけて形成され、前記第２傾斜部の上に位置する
部分を有する第２配線と、
　前記第２樹脂層の上方に位置する前記第２配線に形成される外部電極と、
を有し、
　前記第１配線および前記第２配線を、導通部としたとき、
　前記導通部は、前記第１樹脂層および前記第２樹脂層上で平面方向に屈曲する第１の屈
曲部を有し、
　前記導通部の前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上に形成された部分が、前記第１
樹脂層および前記第２樹脂層の前記平面方向と直交する方向における断面形状において屈
曲する第２の屈曲部を少なくとも３つ有する、電子部品。
【請求項８】
　電極を有するチップ部と、
　前記電極の少なくとも一部を避けるように設けられ、ヤング率が１×１０１０Ｐａ以下
であり、傾斜部を有する第１樹脂層と、
　前記電極から前記第１樹脂層の上にかけて形成され、前記傾斜部の上に位置する部分を
有する第１配線と、
　前記第１樹脂層および前記第１配線の上に設けられ、ヤング率が１×１０１０Ｐａ以下
であり、窪み部を有する第２樹脂層と、
　前記第１配線から前記２樹脂層の上にかけて形成され、前記窪み部の上に位置する部分
を有する第２配線と、
　前記第２樹脂層の上方に位置する前記第２配線に形成される外部電極と、
を有し、
　前記第１配線および前記第２配線を、導通部としたとき、
　前記導通部は、前記第１樹脂層および前記第２樹脂層上で平面方向に屈曲する第１の屈
曲部を有し、
　前記導通部の前記第１樹脂層および前記第２樹脂層の上に形成された部分が、前記第１
樹脂層および前記第２樹脂層の前記平面方向と直交する方向における断面形状において屈
曲する第２の屈曲部を少なくとも３つ有する、電子部品。
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